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超高齢化社会がすすんでいく（少子高齢化）
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2030年以降、
高齢者の数は大きく
増えない。
一番の問題は、
支える世代の減少。
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2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 共通事項
Q1 「診療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）における「Ｏ１０

０」外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、「Ｏ１０１」外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び「Ｏ １０
２」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表（以下「歯科点数
表」という。）における「Ｐ１００」歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、「Ｐ１０１」歯科外来・在宅
ベースアップ評価料（Ⅱ）及び「Ｐ１０２」入院ベースアップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪
問看護の費用の額の算定方法」における「０６」訪問看護ベースアップ評価料（以下単に「ベースアップ評価
料」という。）の施設基準において、「令和６年度及び令和７年度において対象職員の賃金（役員報酬を除
く。）の改善（定期昇給によるものを除く。）を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料による
収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。

A1 差し支えない。
Q2 「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和４年９月

５日事務連絡）別添の問 18 において、「Ａ５００」看護職員処遇改善評価料について、賃金改善に伴い
増加する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職手当については、「基本給等
の引き上げにより増加した分については、賃金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。」と
されていたが、ベースアップ評価料についても同様か。

A2 ベースアップ評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等
を含む)等の増加分に用いること。
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2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 共通事項
Q3 医科点数表における「Ｏ０００」及び歯科点数表における「Ｐ００ ０」看護職員処遇改善評価料（以下

単に「看護職員処遇改善評価料」という。）並びにベースアップ評価料の施設基準において、「決まって毎月支
払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金（超過勤務手当）や賞与に反映させる必要はあるのか。

A3 労働基準法第 37 条第５項及び労働基準法施行規則第 21 条で列挙されている手当に該当しない限り、
割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払
われる手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃金の基礎となる賃金に算入し
て割増賃金を支払う必要がある。 なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反映
させるか否かは、各医療機関の定めによる。

Q4 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、対象職員の賃金の改善措置を実施する具体的
方法（金額・割合等）について、職員に応じて区分することは可能か。

A4 可能。各保険医療機関又は訪問看護ステーションの実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定すること。
Q5 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、基本給等について、常勤職員へは当月払いし、

非常勤職員へは翌月払いしている場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。
A5 いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で判断する。
Q6 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。
A6 原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和６年４月よ

り賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和６年４月以降の賃金の改善
分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。
ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむ
を得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和６年 12 月までに算定開始月ま
で遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施したものとみなすことができる。
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2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 共通事項
Q7 ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、『賃金

改善計画書』の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされているが、周
知の具体的方法如何。

A7 例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職員が確認できる箇所に掲示する
方法が挙げられる。

Q8 ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。
A8 それぞれ以下のとおり。

○保険医療機関（医科）については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「外来・在宅ベース
アップ評価料（Ⅱ）に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届
出が必要
○保険医療機関（歯科）については、「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」及び「歯科外来・在宅
ベースアップ評価料（Ⅱ）に係る届出書添付書類」又は「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」
の届出が必要
○訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）の施設基準に係る届出書添付書
類」が必要
なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。
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2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 共通事項
Q9 「Ｏ１００」外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、「Ｐ１００」歯科外来・在宅ベースアップ評価料

（Ⅰ）、「０６」訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）の施設基準において、令和６年度に対象職員の基本
給等を令和５年度と比較して２分５厘以上引き上げ、令和７年度に対象職員の基本給等を令和５年度
と比較して４分５厘以上引き上げた場合については、40 歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の
当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定
期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどの
ように考えればよいか。

A9 引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。
① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和５年度と比較し、令和６年度に 2.5％又は令
和７年度に 4.5％の引き上げになっているかを確認する。
② 以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。  
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2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 共通事項
Q10 問９について、給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステーションにおいて、令和５年度と令和６

年度及び令和７年度を比較して対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額に
ついて、どのように考えたらよいか。

A10 令和５年度及び令和６年度又は令和７年度のいずれの年度においても在籍している対象職員について、
計算式に則り算出を行う。ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない等の理由でこ
の方法による算出が困難な場合においては、各年度における全ての対象職員の基本給等の総額を用いて算
出を行ってもよい。

Q11 ベースアップ評価料において、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
（令和６年３月５日保医発 0305第６号）の別表４のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出
に関する手続きの取扱いについて」（令和６年３月５日保医発 0305 第 ７号）の別表１のミ「その他医
療に従事する職員（医師及び歯科医師を除く。）」とは、具体的にどのような職員か。

A11 別表４又は別表１のア～マに該当しない職種の職員であって、医療機関又は訪問看護ステーションにおける
業務実態として、主として医療に従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、歯
科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含
まれない。

Q12 看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料についての施設基準における対象職員には、「特掲診療料
の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別表４又は「訪問看護ステーションの基準に
係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表１に含まれる職種であって、派遣職員など、当該保険医療
機関又は当該訪問看護ステーションに直接雇用されていないものも含むのか。

A12 対象とすることは可能。
ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金改善計画書」や「賃金改善実績報告
書」について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。

©リンクアップラボ 50

2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 共通事項
Q13 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の施設基準において、

「【Ｂ】に基づき、別表５に従い該当するいずれかの区分を届け出ること。」とあるが、「該当するいずれかの区
分」について、どのように考えればよいか。

A13 例えば、【Ｂ】の値が 3.0 である場合については、保険医療機関（医科）は「外来・在宅ベースアップ評価
料（Ⅱ）１」、「外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）２」又は「外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）３」
のいずれか、保険医療機関（歯科）は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）１」、「歯科外来・在宅
ベースアップ評価料（Ⅱ）２」又は「歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）３」のいずれかを届け出るこ
とができる。なお、訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）についても同様の取扱いとなる。

Q14 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価
料及び訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付
する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。

A14 国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医療機関等に交付されているものを
指す。例えば、地方自治体による単独の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方
自治体からの繰入金等が含まれる

Q15 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、入院ベースアップ評価
料及び訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）の施設基準において、「常勤換算２名以上の対象職員が勤務
していること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションの職員の退職又は休職等
により、要件を満たさなくなった場合についてどのように考えれば良いか。

A15 常勤換算の職員が２名を下回った場合は、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行い、当該変更の
届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。ただし、暦月で３か月を超えない期間の一時的
な変動の場合はこの限りではない。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 共通事項
Q16 看護職員処遇改善評価料、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）、歯科外来・在宅ベースアップ評価料）

（Ⅱ）、入院ベースアップ評価料及び訪問看護ベースアップ評価料（Ⅱ）の対象となる職員には、労働基
準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介
護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）第２
条第１号に規定する育児休業、同条第２号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第 23 条第２
項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第 24 条第１項の規定によ
り同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の職員等も含む
のか。

A16 含まない。
Q17 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等につ

いて、どのような範囲を指すのか。
A17 次の①及び②を想定している。

① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等におけ
る、賃金改善に応じた増加分（事業者負担分を含む。）
② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分（事業者負担分を含む。）

Q18 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料の施設基準において、「対象医療機関は、当該評価料
の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。

A18 当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表する者の意見
を聴くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関
係法令を遵守した対応が必要である。その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適
切に話し合った上で決定することが望ましい。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 医科点数表関係
Q19 「看護補助者処遇改善事業補助金」や旧医科点数表の「Ａ５００」看護職員処遇改善評価料によりす

でに賃金改善を実施している場合について、どのように考えればよいか
A19 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び入院ベースアップ評価料の算出の際に用いる「対象職員の給与

総額」の計算にあたり、それらの額は含めないものとする。
また、令和６年４月及び５月にそれらを用いて賃金改善を実施している場合には、「賃金改善計画書」及び
「賃金改善実施報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載にあたり、ベースアップ評価料以
外によるベア等実施分に含めるものとする。

Q20 外来診療及び在宅医療を実施しておらず、入院医療のみを実施している保険医療機関について、ベースアッ
プ評価料の届出及び算定についてどのように考えればよいか。

A20 「Ｏ１００」外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）及び「Ｏ１０２」入院ベースアップ評価料の届出を行った
上で、「Ｏ１０２」入院ベースアップ評価料のみを算定する。

Q21 外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）を算定した上で、「Ｏ０００」看護
職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を同日に算定することは可能か。

A21 算定可能
Q22 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び入院ベースアップ評価料

を届け出ている保険医療機関において、看護職員処遇改善評価料に係る賃金改善計画書及び賃金改善
実績報告書の記載はどのようにすればよいか。

A22 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）及び入院ベースアップ評価料
による賃金改善の見込み額については、賃金改善計画書における「Ⅲ．賃金改善の見込額」及び賃金改
善実績報告書における「Ⅱ．賃金改善の実績額」には含めないこと。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 医科点数表関係
Q23 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように

算出するのか。
A23 延べ入院患者数は、第１節入院基本料、第３節特定入院料又は第４節短期滞在手術等基本料（短

期滞在手術等基本料１を除く。）を算定している患者を対象として、毎日 24 時現在で当該保険医療機
関に入院していた患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院
又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。

Q24 問 23 について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。
A24 自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制度等、診療報酬点数表に従って医

療費が算定される患者については、計上する。
Q25 問 23 について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院

患者数」に計上するのか。
A25 計上する。
Q26 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の施設基準において、「医科点数表又は歯科点数表第一章第二部

第一節の入院基本料（特別入院基本料等を含む。）、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短
期滞在手術等基本料（短期滞在手術等基本料１を除く。）を算定していない保険医療機関であるこ
と。」とされているが、算定していない期間等、具体的内容如何。

A26 直近３か月において入院料等を算定していない保険医療機関をいう。ただし、直近３か月の１月あたり平均
延べ入院患者数が 30 人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えな
い。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 医科点数表関係
Q27 問 26 について、「直近３か月の１月あたり平均延べ入院患者数が 30人未満の保険医療機関については、

当該要件に該当するものとみなして差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療機関
において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。

A27 可能。ただし、外来ベースアップ評価料（Ⅱ）と両方の届出を行うことはできない。
Q28 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、入院基本料、 特定入院料又は短期

滞在手術等基本料（「Ａ４００」の「１」短期滞在手術等基本料１を除く。）を算定している患者につい
て算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の 15％又は
30％を算定する日においても、算定可能か。

A28 算定可

看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 歯科点数表関係
Q29 問 19 から問 28 について、保険医療機関（歯科）であって、入院医療の体制を有する場合についても、

同様の取扱いになるということか。
A29 そのとおり。
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【看護職員処遇改善評価料、ベースアップ評価料】
Q4 ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利

費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時
給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。

A4 差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより月の給与総額が減少していても、差し
支えない。ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払っ
た給与総額を用いること。

Q5 「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和６年３月 28 日事務連絡）別添２の問１において、
ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さ
らに同問 ６において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必
要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和６年 12 
月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を実施した
ものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡
及して賃金改善を実施する以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令和７
年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正してもよいか。

A5 差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やかに地方厚生（支）局長に届け出る
こと。

2024年4月12日 「疑義解釈（その2）」より

外来
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【時間外対応加算】
Q19 時間外対応加算１、２及び３において、「医師、看護職員又は事務職員等」が対応できる体制が求めら

れているが、どのような職員が該当するのか。
A19 医師、看護職員（看護師及び准看護師）等の医療従事者又は事務職員であって、当該診療所に勤務

している者が該当する。

Q20 時間外対応加算１において、「当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職
員等により、常時対応できる体制がとられていること。なお、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定
労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、常時
対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているものとみなすことができる。」とあるが、具体
的にどのような体制が必要か。

A20 常時、以下のいずれかの職員が対応できる体制が必要である。
①当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等
② 週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常
勤の医師、看護職員又は事務職員等

Q21 時間外対応加算３において、「標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において、当該診
療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、対応できる体制がとられていること。なお、週３日以
上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看
護職員又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数時間において対応できる体制がとられている場合に
は、当該基準を満たしているものとみなすことができる。」とあるが、具体的にどのような体制が必要か。

A21 標榜時間外の夜間の数時間は、以下のいずれかの職員が対応できる体制が必要である。
①当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等
② 週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常
勤の医師、看護職員又は事務職員等
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改定前 改定後
【時間外対応加算】［算定要件］
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
（診療所に限る。）において再診を行った場合には、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。

イ 時間外対応加算１・・・５点
（新設）
ロ 時間外対応加算２・・・３点
ハ 時間外対応加算３・・・１点
［施設基準］
五 時間外対応加算の施設基準
(1) 時間外対応加算１の施設基準

当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間に
おいて、患者又はその家族等から電話等により療養に
関する意見を求められた場合に、原則として当該保険
医療機関において、常時対応できる体制にあること。

【時間外対応加算】［算定要件］
注10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している

ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
（診療所に限る。）において再診を行った場合には、
当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。

イ 時間外対応加算１・・・５点
ロ 時間外対応加算２・・・４点
ハ 時間外対応加算３・・・３点
ニ 時間外対応加算４・・・１点
［施設基準］
五 時間外対応加算の施設基準
(1) 時間外対応加算１の施設基準

当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間に
おいて、患者又はその家族等から電話等により療養に
関する意見を求められた場合に、原則として当該保険
医療機関の常勤の医師又は看護職員等により、常時
対応できる体制にあること。 次スライドへ続く

【Ⅰ－６ 医療人材及び医療資源の偏在への対応－①】

Ａ００１ 再診料 時間外対応加算
近年の情報化社会の進展に伴うサービスの多様化に対応する観点から、時間外対応加算について、時間外の電話対応等の
多様な在り方を考慮した評価体系に見直す
１．時間外対応加算について、多様な在り方を考慮した評価体系に見直す観点から、時間外の電話対応等に常時対応

できる体制として、非常勤職員等が対応し、医師に連絡した上で、当該医師が電話等を受けて対応できる体制の評価を
新設する。

２．時間外対応加算の評価体系の見直しの趣旨を踏まえ、小児かかりつけ診療料について、要件を見直す。
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改定前 改定後
【時間外対応加算】［施設基準］
（新設）

(2) 時間外対応加算２の施設基準当該保険医療機関の
表示する診療時間以外の時間において、患者又はその
家族等から電話等により療養に関する意見を求められた
場合に、原則として当該保険医療機関において対応
できる体制にあること。

(3) （略）
第２ 時間外対応加算
２ 時間外対応加算１に関する施設基準

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による
問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時
対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない
事由により、電話等による問い合わせに応じることができ
なかった場合であっても、速やかに患者にコールバックする

ことができる体制がとられていること。

【時間外対応加算】［施設基準］
(2) 時間外対応加算２の施設基準

当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間に
おいて、患者又はその家族等から電話等により療養に
関する意見を求められた場合に、原則として当該保険
医療機関の非常勤の医師又は看護職員等により、常時
対応できる体制にあること。

(3) 時間外対応加算３の施設基準当該保険医療機関の
表示する診療時間以外の時間において、患者又はその
家族等から電話等により療養に関する意見を求められた
場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師
又は看護職員等により対応できる体制にあること。

(4) （略）
第２ 時間外対応加算
２ 時間外対応加算１に関する施設基準

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による
問い合わせに対し、原則として当該診療所において、当該
診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、
常時対応できる体制がとられていること。なお、週３日
以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週
22時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護
職員又は事務職員等により、常時対応できる体制が
とられている場合には、当該基準を満たしているとみなす

ことができる。また、やむを得ない事由により、電話等による
問い合わせに応じることができなかった場合であっても、
速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられて
いること。©ASK/©LINKUP

【Ⅰ－６ 医療人材及び医療資源の偏在への対応－①】
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改定前 改定後
（新設）

３ 時間外対応加算２に関する施設基準
(1）診療所を継続的に受診している患者からの電話

等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間
の数時間は、原則として当該診療所において
対応できる体制がとられていること。また、標榜
時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを
得ない事由により、電話等による問い合わせに
応じることができなかった場合であっても、速やかに
患者にコールバックすることができる体制がとられて
いること。

(2) （略）
４・５ （略）

３ 時間外対応加算２に関する施設基準
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わ
せに対し、診療所の非常勤の医師、看護職員又は事務職員等が、
常時、電話等により対応できる体制がとられていること。また、必要
に応じて診療録を閲覧することができる体制及びやむを得ない事由
により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合で
あっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられ
ていること。

４ 時間外対応加算３に関する施設基準
(1）診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い

合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として
当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員
又は事務職員等により、対応できる体制がとられていること。
なお、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働
時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、
看護職員又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数
時間において対応できる体制がとられている場合には、当該
基準を満たしていると見なすことができる。また、標榜時間内や
標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、
電話等による問い合わせに応じることができなかった場合で
あっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制が
とられていること。

(2) （略）
５・６ （略）

【Ⅰ－６ 医療人材及び医療資源の偏在への対応－①】
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再診料 73点 再診料 75点 再診料 75点
外来管理加算 52点
特定疾患療養管理料 225点 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点 生活習慣病管理料（Ⅰ） 660点 地域包括診療料２ 1,600点
処方箋料 68点 処方箋料 60点 処方箋料 60点 処方箋料 60点
特定疾患処方管理加算２ 66点
地域包括診療加算２ 18点 地域包括診療加算２ 21点 地域包括診療加算２ 21点

合計 502点 合計 489点 合計 816点 合計 1,660点
差 -13点 差 314点 差 1158点

2月に1回受診（1月当） 408点 2月に1回受診（1月当） 830点
差 -94点 差 328点

３月に1回受診（1月当） 553点
差 51点

再診料 73点 再診料 75点 再診料 75点
外来管理加算 52点
特定疾患療養管理料 147点 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点 生活習慣病管理料（Ⅰ） 660点 地域包括診療料２ 1,600点
処方箋料 68点 処方箋料 60点 処方箋料 60点 処方箋料 60点
特定疾患処方管理加算２ 66点

合計 406点 合計 468点 合計 795点 合計 1,660点
差 62点 差 389点 差 1254点

2月に1回受診（1月当） 398点 2月に1回受診（1月当） 830点
差 -9点 差 424点

３月に1回受診（1月当） 553点
差 147点

再診料 73点 再診料 75点 再診料 75点
外来管理加算 52点
特定疾患療養管理料 87点 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点 生活習慣病管理料（Ⅰ） 660点 地域包括診療料２ 1,600点
処方箋料 68点 処方箋料 60点 処方箋料 60点 処方箋料 60点
特定疾患処方管理加算２ 66点

合計 346点 合計 468点 合計 795点 合計 1,660点
差 122点 差 449点 差 1314点

2月に1回受診（1月当） 398点 2月に1回受診（1月当） 830点
差 52点 差 484点

３月に1回受診（1月当） 553点
差 207点

診
療
所
の
場
合

主病が高血圧症の場合の2024年改定後の算定方法別シミュレーション

現行
（特定疾患療養管理料で算定）

2024年6月以降
（生活習慣病管理料Ⅱで算定）

2024年6月以降
（生活習慣病管理料Ⅰで算定）

2024年6月以降
（地域包括診療料２で算定）

病
院

（
1
0
0
床
未
満

）
の
場
合

2024年6月以降
（生活習慣病管理料Ⅱで算定）

2024年6月以降
（生活習慣病管理料Ⅰで算定）

2024年6月以降
（地域包括診療料２で算定）

現行
（特定疾患療養管理料で算定）

病
院

（
２
0
0
床
未
満

）
の
場
合

現行
（特定疾患療養管理料で算定）

2024年6月以降
（生活習慣病管理料Ⅱで算定）

2024年6月以降
（生活習慣病管理料Ⅰで算定）

2024年6月以降
（地域包括診療料２で算定）
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【Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－①】

改定後
Ｂ００１－３－３ 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点
注１ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関（許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限

る。）において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者（入院中の患者を除く。）に対して、当該患者
の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月
１回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、区分番号Ｃ１０１に掲げる在宅自己注射指導管
理料を算定しているときは、算定できない。

２ 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号Ａ００１の注８に掲げる医学管理、第２章第１部第１
節医学管理等（区分番号Ｂ００１の９に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号Ｂ００１の11に掲げる集団栄
養食事指導料、区分番号Ｂ００１の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号Ｂ００１の22に掲げるがん性疼
痛緩和指導管理料、区分番号Ｂ００１の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号Ｂ００１の27に掲げる糖尿
病透析予防指導管理料、区分番号Ｂ００１の 37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号Ｂ００１
－３－２に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号Ｂ００１－９に掲げる療養・就労両立支援指導料、Ｂ００５
の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号Ｂ００９に掲げる診療情報提供料（Ⅰ）、区分番号Ｂ
００９－２に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号Ｂ０１０に掲げる診療情報提供料（Ⅱ）、区分番号Ｂ０
１０－２に掲げる診療情報連携共有料、区分番号Ｂ０１１に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号Ｂ
０１１－３に掲げる薬剤情報提供料を除く。）の費用は、生活習慣病管理料（Ⅱ）に含まれるものとする。

３ 糖尿病を主病とする患者（２型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る。）に対して、血糖
自己測定値に基づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年１回に限り所定点数に500点を加算する。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを
継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。

５ 区分番号Ｂ００１－３に掲げる生活習慣病管理料（Ⅰ）を算定した日の属する月から起算して６月以内の期間に
おいては、生活習慣病管理料（Ⅱ）は、算定できない。

６ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
生活習慣病管理料（Ⅱ）を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、290点
を算定する。

2024年３月５日告示資料より

Ｂ００１－３－３ 生活習慣病管理料（Ⅱ）
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【Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－①】

改定後
Ｂ００１－３－３ 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点
【施設基準】
１ 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注１及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注１に関する施設基準
(１) 生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有していること。なお、治療計画に基づく総合的な治療管理は、

歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
(２) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能

であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
２ 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注４及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注４に関する施設基準
(１) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価 に係る調査」（以下「外来

医療等調査」という。）に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が
外来医療等調査の一部事務を委託する外来医療等調査事務局（以下「外来医療等調査事務局」という。）と電
子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず１名指定すること。

(２) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(３) 診療記録（過去５年間の診療録及び過去３年間の手術記録、看護記録等）の全てが保管・管理されていること。
(４) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制で

あることが望ましい。
(５)  診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(６) 患者についての疾病統計には、ＩＣＤ大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(７)  保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

2024年３月５日告示資料より
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【Ⅱ－２ 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組－①】

改定後
Ｂ００１－３－３ 生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点
【施設基準】
５ 届出に関する事項

生活習慣病管理料(Ⅰ)の注４及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注４の施設基準に係る届出については、次のとおり。
なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)の注１及び生活習慣病管理料(Ⅱ)の注１の施設基準については、当該基準を満たし
ていればよく、特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はない。また、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注６に関
する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、生活習慣病管理料(Ⅱ)の注６とし
て特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

(１) 外来データ提出加算の施設基準に係る届出は別添２の様式７の 11 を用いること。
(２) 各調査年度において、累積して３回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切な データ提出が継続的に行わ

れていないことから、３回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届
出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

(３) データ提出を取りやめる場合、２の(２)の基準を満たさなくなった場合及び(２)に該当した場合については、別添２の
様式７の 12 を提出すること。

(４) (３)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、２の(１)の手続きより開始すること。

2024年３月５日告示資料より

Ｂ００１－３－３ 生活習慣病管理料（Ⅱ）
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©リンクアップラボ 76

2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【生活習慣病管理料（Ⅰ）、生活習慣病管理料（Ⅱ）】
Q131 「Ｂ００１－３」生活習慣病管理料（Ⅰ）及び「Ｂ００１－３－３」生活習慣病管理料（Ⅱ）（以

下単に「生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）」という。）は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬
等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、
患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものとされているが、署名
の取扱い如何。

A131 初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、 ２回目以降については、療養計
画書の内容を患者に対して説明した上で、患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確認し、その旨
を療養計画書に記載した場合については、患者署名を省略して差し支えない。

Q132 問 131 について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実施した上で、薬剤師又は看護職
員等の当該説明を行った医師以外のものが追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合に
も算定可能か。

A132 可能。
Q133 生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣

病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、
生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算
定することは可能か。

A133 外来管理加算の算定要件を満たせば可能。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【生活習慣病管理料（Ⅰ）、生活習慣病管理料（Ⅱ）】
Q134 生活習慣病管理料（Ⅱ）について、「生活習慣病管理料（Ⅰ）を算定した日の属する月から起算して６

月以内の期間においては、生活習慣病管理料（Ⅱ）は、算定できない。」とされているが、同一の保険医
療機関において、生活習慣病管理料（Ⅰ）を算定する患者と、生活習慣病管理料（Ⅱ）を算定する患
者が同時期にそれぞれいる場合の取扱い如何

A134 同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料（Ⅰ）を算定する患者と、生活習慣病管理料
（Ⅱ）を算定する患者が同時期にそれぞれいても差し支えない。

Q135 生活習慣病管理料（Ⅰ）と生活習慣病管理料（Ⅱ）は、それぞれどのような患者に対して算定するのか。
A135 個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。
Q136 生活習慣病管理料（Ⅰ）について、「第２章第１部医学管理等（区分番号Ｂ００１の 20 に掲げる

糖尿病合併症管理料、区分番号Ｂ００１の 22 に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号Ｂ０
０１の 24 に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号Ｂ００１の 27 に掲げる糖尿病透析予防指導管
理料及び区分番号Ｂ００１の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。）、第３部検査、
第６部注射及び第 13 部病理診断の費用は、生活習慣病管理料（Ⅰ）に含まれるものとする。」とされ
ているが、生活習慣病管理料（Ⅰ）を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関
において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算
定可能か。

A136 不可。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【生活習慣病管理料（Ⅰ）、生活習慣病管理料（Ⅱ）】
Q137 生活習慣病管理料（Ⅱ）について、「第２章第１部第１節医学管理等（区分番号Ｂ００１の 20 に

掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号Ｂ００１の 22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番
号Ｂ００１の 24 に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号Ｂ００１の 27 に掲げる糖尿病透析予防
指導管理料、区分番号Ｂ００１の 37 に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料及び区分番号Ｂ０
０５の 14 に掲げるプログラム医療機器等指導管理料を除く。）の費用は、生活習慣病管理料（Ⅱ）に
含まれるものする。」とされているが、生活習慣病管理料（Ⅱ）を算定した月において、当該算定日とは別
日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等の費用は算定
可能か。

A137 不可。
Q138 生活習慣病管理料（Ⅱ）について、「区分番号Ｂ００１－３に掲げる「生活習慣病管理料（Ⅰ）を算

定した日の属する月から起算して６月以内の期間においては、生活習慣病管理料（Ⅱ）は、算定できな
い。」こととされているが、令和６年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料についての取扱い如何。

A138 令和６年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料を算定した時期にかかわらず、生活習慣病管理料
（Ⅱ）が算定できる。

Q139 生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）について、療養計画書を患者に交付することが算定要件とされてい
るが、令和６年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料において療養計画書を患者に交付していた場合、
令和６年６月以降の療養計画書の取扱い如何。

A139 この場合、別紙様式９の２又はこれに準じた様式の療養計画書を作成することとするが令和６年度診療
報酬改定前の様式を引き続き用いて差し支えない。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【生活習慣病管理料（Ⅰ）、生活習慣病管理料（Ⅱ）】
Q140 情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病管理料（Ⅱ）を算定する場合において、療養計画書

への署名についてどのように考えればよいか
A140 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に遵守した上で、例えば、電子署名を活

用する方法や、患者が使用するタブレット等の画面に自署してもらう方法が想定される。なお、留意事項の
通則において、「文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方
法によって、患者等に提供等する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドライ
ンに定められた電子署名（厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証
局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認定認証事業者（電子署名及び認証業務に関する法律
（平成 12 年法律第 102 号）第２条第３項に規定する特定認証業務を行う者をいう。）又は認証事
業者（同条第２項に規定する認証業務を行う者（認定認証事業者を除く。）をいう。）の発行する電子
証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
（平成 14 年法律第 153 号）に基づき、平成 16年１月 29 日から開始されている公的個人認証サー
ビスを用いた電子署名等）を施すこと。」とされていることを踏まえて対応すること。また、情報通信機器を用
いた指導管理を行う上での留意点を療養計画書に記載すること。

Q141 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（厚生労働省平成 30 年３月（令和５年３月一部改
訂））において、最低限遵守する事項として「医師がいる空間において診療に関わっていないものが診察情
報を知覚できないこと」とされているが、情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病管理料（Ⅱ）を
算定する場合であって、看護職員、管理栄養士等の多職種が係わる場合の対応如何。

A141 情報通信機器を用いた診療を実施する際に、当該診療に関わる看護職員、管理栄養士等が同席すること
は差し支えない。ただし、当該職員が同席する旨を、診療開始前にその都度患者に説明し、患者の同意を
得ること。また、情報通信機器を用いた診療の終了後に、引き続き、看護職員、管理栄養士等による指導
を実施する場合においても、情報通信機器を用いた診療の終了時間を記録していることが望ましい。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【生活習慣病管理料（Ⅰ）、生活習慣病管理料（Ⅱ）】
Q142 生活習慣病管理料（Ⅱ）の注３に規定する血糖自己測定指導加算を算定した後、１年以内に生活習

慣病管理料（Ⅰ）を算定する場合、生活習慣病管理料（Ⅰ）の注３に規定する血糖自己測定指導
加算を算定することは可能か。

A142 不可。血糖自己測定指導加算を生活習慣病管理料（Ⅰ）及び生活習慣病管理料（Ⅱ）のいずれか
において算定した場合、生活習慣病管理料（Ⅰ）及び生活習慣病管理料（Ⅱ）のいずれにおいても１
年以内は算定できない。

Q143 生活習慣病管理料（Ⅱ）において、「治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤
師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい」とされたが、管理栄養士を雇用していない
診療所において、外来栄養食事指導が必要となり、他の保険医療機関の管理栄養士と連携し、当該管理
栄養士が所属する保険医療機関で対面により栄養食事指導を行った場合について、指示を出した医師の
診療所が「Ｂ００１」の「９」外来栄養食事指導料２を算定できるか。

A143 算定可能。ただし、栄養食事指導を行う管理栄養士は、指示を出す医師の診療所と適宜連絡が取れる体
制を整備するとともに、栄養指導記録を必ず共有すること。

Q144 地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料（Ⅰ）、生活習慣病管理料（Ⅱ）の施設
基準において、「患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付すること
について、当該対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められている
が、具体的にどのような内容を掲示すればよいか。

A144 当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、
・28 日以上の長期の投薬が可能であること
・リフィル処方箋を交付すること
のいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示内容としてはポスター（※）を活用し
ても差し支えない。
（※）https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.html に掲載
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【小児かかりつけ診療料】
Q151 1 「Ｂ００１－２－11」小児かかりつけ診療料の施設基準における「発達障害等に関する適切な研修」と

は具体的にはどのようなものがあるか。
A151 現時点では、以下の研修が該当する。

・日本小児科医会「『子どもの心』研修会」
・日本小児保健協会、日本小児科学会、日本小児精神神経学会「小児かかりつけ医のための発達障害
スキルアップ講座」
・日本小児神経学会「子どものこころのプライマリケア・セミナー」

Q152 小児かかりつけ診療料の施設基準における「虐待に関する適切な研修」とは具体的にはどのようなものがある
か

A152 現時点では、以下の研修が該当する。
・日本子ども虐待医学会「BEAMS Stage1」

90©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料 ０８ 重点分野における対応（小児医療・周産期医療）



91©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料 ０８ 重点分野における対応（小児医療・周産期医療）

92©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料 ０８ 重点分野における対応（小児医療・周産期医療）



93©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料０３ ポストコロナにおける感染症対策の推進

94©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料０３ ポストコロナにおける感染症対策の推進



952024年1月26日開催「中医協」資料「個別改定項目について」より©ASK/©LINKUP

96©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料０３ ポストコロナにおける感染症対策の推進



©リンクアップラボ 97

2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】
Q6 「Ａ０００」初診料の注 11 本文等に規定する外来感染対策向上加算（以下「外来感染対策向上

加算」という。）及び区分番号「Ａ２３４－２」感染対策向上加算に関する施設基準において、感染症
法第 38 条第２項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関である
こと又は同項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関であることが
求められているが、協定指定医療機関の指定を受けた後、都道府県がホームページ上に当該医療機関を
協力指定医療機関として掲載するまでの間も、届出は可能か。

A6 協定指定医療機関の指定を受けた後であれば、届出可能。

2024年4月12日 「疑義解釈（その2）」より

【外来感染対策向上加算】
Q7 外来感染対策向上加算の施設基準において、「当該保険医療機関の外来において、受診歴の有無に関

わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表」していることが求
められているが、当該公表については、当該保険医療機関が公表を行う必要があるのか

A7 当該保険医療機関のホームページにより公表することが想定されるが、例えば、自治体、地域医師会等の
ホームページ又は広報誌に掲載されている場合等においては、別に当該保険医療機関のホームページで
公表を行う必要はない。

【発熱患者等対応加算】
Q8 「Ａ０００」初診料の注 11 ただし書等に規定する発熱患者等対応加算について、「発熱、呼吸器症状、

発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的・時間的
分離を含む適切な感染対策の下で診療を行った場合に算定する。」とあるが、情報通信機器を用いた診
療の場合でも算定できるのか。

A8 算定不可。
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【発熱患者等対応加算】
Q4 「Ａ０００」初診料の注 11 ただし書及び「Ａ００１」再診料の注 15 ただし書に規定する発熱患者等

対応加算について、当該保険医療機関において既に外来感染対策向上加算を算定している患者であっ
て、発熱患者等対応加算を算定していないものが、同月に発熱その他感染症を疑わせるような症状で受
診した場合について、どのように考えればよいか。

A4 外来感染対策向上加算は算定できないが、要件を満たせば発熱患者等対応加算は算定できる。

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【抗菌薬適正使用体制加算】
Q5 「Ａ０００」初診料の注 14、「Ａ００１」再診料の注 18 及び「Ａ２３４－２」感染対策向上加算の

注５に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可
能なサーベイランスに参加していること。」は具体的には何を指すのか。

A5 初診料の注 14 及び再診料の注 18 に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準においては、診
療所版感染対策連携共通プラットフォーム（以下「診療所版Ｊ－ＳＩＰＨＥ」という。）に参加し抗菌
薬の使用状況に関するデータを提出すること、感染対策向上加算の注５に規定する抗菌薬適正使用体
制加算の施設基準においては、感染対策連携共通プラットフォーム（以下「Ｊ－ＳＩＰＨＥ」という。）
に参加し抗菌薬の使用状況に関するデータを提出することを指す。
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【抗菌薬適正使用体制加算】
Q6 「Ａ０００」初診料の注 14 及び「Ａ００１」再診料の注 18 に規定する抗菌薬適正使用体制加算

の施設基準における「直近６か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使
用比率が 60％以上又は(２)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30％以内であること。」、
「Ａ２３４－２」感染対策向上加算の注５に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における
「直近６か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類される
ものの使用比率が 60％以上又は(１)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位
30％以内であること。」について、どのように確認すればよいか。

A6 Ｊ－ＳＩＰＨＥ及び診療所版Ｊ－ＳＩＰＨＥにおいて、四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関する
データの提出を受け付け、対象となる期間において使用した抗菌薬のうちAccess 抗菌薬の割合及び参
加医療機関全体におけるパーセンタイル順位が返却されるため、その結果（初診料等における抗菌薬適
正使用体制加算については診療所版Ｊ－ＳＩＰＨＥにおける結果、感染対策向上加算における抗菌
薬適正使用体制加算についてはＪ－ＳＩＰ ＨＥにおける結果をそれぞれ指す。）が施設基準を満たす
場合に、当該結果の証明書を添付の上届出を行うこと。なお、使用した抗菌薬のうち Access抗菌薬の
割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位については、提出データの対象期間における抗菌
薬の処方件数が 30 件以上ある場合に集計対象となる。

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より
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【抗菌薬適正使用体制加算】

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

 

Ｊ－ＳＩＰＨＥ及び診療所版Ｊ－ＳＩＰＨＥにおけるデータ受付時期等 

データ受付時期（予定） 提出データの対象期間 結果の返却時期 

2024 年 ４月９日～ 

４月 30 日 

2023 年 10 月～３月 2024 年５月中旬 

2024 年 ７月 2024 年 １月～６月 2024 年８月 

2024 年 10 月 2024 年 ４月～９月 2024 年 11 月 

2025 年 １月 2024 年 ７月～12 月 2025 年２月 

※ データ提出方法及びデータ受付時期並びに結果の返却時期の詳細につい

ては、Ｊ－ＳＩＰＨＥ及び診療所版Ｊ－ＳＩＰＨＥのホームページを確認

すること。 

・Ｊ－ＳＩＰＨＥ（https://j-siphe.ncgm.go.jp/） 

・診療所版Ｊ－ＳＩＰＨＥ（https://oascis.ncgm.go.jp/） 
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【抗菌薬適正使用体制加算】
Q7 問６により施設基準を満たすことを確認した上で届出を行った場合について、届出後の施設基準の適合

性について、どのように考えればよいか。

A7 施設基準の届出を行った場合には、届出後についてもＪ－ＳＩＰＨＥ又は診療所版Ｊ－ＳＩＰＨＥ
に少なくとも６か月に１回はデータを提出した上で直近に提出したデータの対象期間における施設基準の
適合性の確認を行い、満たしていなかった場合には変更の届出を行うこと。

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

第８次医療計画における新興感染症発生・まん延時に備え、外来における適切な感染管理の下での発熱患者等への対応
を更に推進する観点から、外来感染対策向上加算について要件及び評価を見直す。

【Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－②】
Ａ０００ 初診料等 外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算

１．外来感染対策向上加算について、要件の見直しを行うとともに、当該加算の届出を行う保険医療機関において、適切な
      感染防止対策を講じた上で発熱患者等の診療を行った場合の加算を新設する。
２．外来感染対策向上加算の施設基準における新興感染症発生時の対応に係る要件について、第８次医療計画におけ
     る協定締結の類型に合わせて内容を見直す。

2024年2月14日開催 厚生労働省資料（答申）より

改定前 改定後
【外来感染対策向上加算】
［算定要件］
注11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関（診療所に限る。）において初診を
行った場合は、外来感染対策向上加算として、月１回に限り
６点を所定点数に加算する。

[施設基準]
三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上
加算の施設基準
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、
組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。

(3) （略）

【外来感染対策向上加算】
［算定要件］
注11 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関（診療所に限る。）において初診を
行った場合は、外来感染対策向上加算として、月１回に限
り６点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を
疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止
対策を講じた上で初診を行った場合については、発熱患者等
対応加算として、月１回に限り20点を更に所定点数に加算
する。
[施設基準]
三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上
加算の施設基準
(1) (略)
(2) 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、
組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者
を適切に診療する体制が整備されていること。
(3) （略）
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【Ⅱ－６ 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組－②】
Ａ０００ 初診料等 外来感染対策向上加算

2024年2月14日開催 厚生労働省資料（答申）より

改定前 改定後
１ 外来感染対策向上加算に関する施設基準
(1）～(12) （略）
（新設）
(13) 新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受け
て発熱患者の診療等を実施する体制を有し、そのことを自治
体のホームページにより公開していること。

(14)～(16) （略）
（新設）

(17) （略）
[経過措置]
（新設）

１ 外来感染対策向上加算に関する施設基準
(1）～(12) （略）
(13) 当該医療機関の外来において、受診歴の有無に関わ
らず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者
の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要
な感染防止対策として発熱患者の動線を分ける等の対応を
行う体制を有していること。
(14) 感染症法第38 条第２項の規定に基づき都道府県
知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関（第
36 条の２第１項の規定による通知（同項第２号に掲げる
措置をその内容に含むものに限る。）又は医療措置協定
（同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。）に基づ
く措置を講ずる医療機関に限る。）であること。
(15)～(17) （略）
(18) 感染症から回復した患者の罹患後症状が持続してい
る場合に、当該患者の診療について必要に応じて精密検査
が可能な体制又は専門医への紹介が可能な連携体制があ
ることが望ましいこと。
(19) （略）
[経過措置]
令和６年３月31日において現に外来感染対策向上加算
の届出を行っている保険医療機関については、令和６年12
月31日までの間に限り、１の(14)の基準を満たしているもの
とみなす。
※ 再診料、医学管理料等のうち外来感染対策向上加算
の対象となるもの及び精神科訪問看護・指導料における外
来感染対策向上加算についても同様。
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Ａ０００ 初診料
改定前 改定後

Ａ０００ 初診料・・・288点
注12 注11に該当する場合であって、感染症対策に関する
医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において初診を行った場合は、連携強化
加算として、月１回に限り３点を更に所定点数に加算する。

13 注11に該当する場合であって、感染防止対策に資する
情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において初診を行った場合は、サーベイランス強
化加算として、月１回に限り１点を更に所定点数に加算す
る。
14 削除

Ａ０００ 初診料・・・291点
注12 注11本文に該当する場合であって、感染症対策に関
する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において初診を行った場合は、連携強
化加算として、月１回に限り３点を更に所定点数に加算す
る。
13 注11本文に該当する場合であって、感染防止対策に資
する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関において初診を行った場合は、サーベイラ
ンス強化加算として、月１回に限り１点を更に所定点数に加
算する。
14 注11本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況
につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て初診を行った場合は、抗菌薬適正使用加算として、月に１
回に限り５点を更に所定点数に加算する。

2024年2月14日開催 厚生労働省資料（答申）より 104
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【遠隔死亡診断補助加算】
Q178 「Ｃ００５」在宅患者訪問看護・指導料の注 18 に掲げる遠隔死亡診断補助加算（「Ｃ００５－１－

２」の注６の規定により準用する場合を含む。）の施設基準において求める看護師の「情報通信機器を用
いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

A178 現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」（平成 29～31年度）及び「ＩＣＴを活用し
た在宅看取りに関する研修推進事業」（令和 ２年度～）により実施されている研修が該当する。

【在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料】
Q179 「Ｃ０１５」在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について、患者が当該指導を行った上で入院と

なった場合において、当該指導料を算定することは可能か。
A179 可能
Q180 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料について、「当該患者の計画的な医学管理を行う医師」が療

養上必要な指導を行うことを求めているが、患者の主治医と同一の医療機関に所属する医師であって、当
該患者の治療方針等を検討するカンファレンスに定期的に参加し、主治医が対応困難な時間帯に対応す
る者として主治医から患者に説明し、同意が得られている医師が当該指導を実施した場合であっても当該
加算を算定することは可能か。

A180 可能

【在宅腫瘍化学療法注射指導管理料】
Q181 「Ｃ１０８－２」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料の注に規定する「在宅における抗悪性腫瘍剤の注

射」について、例えば、末期ではない急性白血病の患者等に対し、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しく
は輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは植込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入する場合
は該当するのか。

A181 該当する。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【在宅患者訪問診療料】
Q170 「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注 12 に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる

「末期心不全の患者」及び「呼吸器疾患の終末期の患者」について、具体的にどのような患者のことをいうか。
A170 それぞれ以下のとおり。

○末期心不全の患者は、以下の①及び②の基準並びに③又は④のいずれかの基準に該当するもの
① 心不全に対して適切な治療が実施されていること。
② 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に ＮＹＨＡ重症度分類Ⅳ度の症状

に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。
③ 左室駆出率が 20％以下であること。
④ 医学的に終末期であると判断される状態であること。

○呼吸器疾患の終末期の患者は、以下の①、②及び③のすべての基準に該当するもの
①呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されていること。
②在宅酸素療法やＮＰＰＶ（非侵襲的陽圧換気）を継続的に実施していること。
③過去半年以内に 10％以上の体重減少を認めること。

Q171 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注 12 において、直近３月の訪問診療を行っている患者（一部の患者を
除く。）１人あたりの平均の訪問診療回数（以下「平均訪問診療回数」という。）が一定以上の場合の
取扱いが示されているが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療回数が一定以上
であった場合の取扱い如何。

A171 訪問診療の実績については、各月の 1 日時点の直近３ヶ月の訪問診療の算定回数を算出し、確認出来
る様に記録しておくこと。また、平均訪問診療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一患者につ
いて当該月の４回目までの訪問診療については 100 分の 100 の点数を算定するが、５回目以降の訪
問診療については、当該月の間は 100 分の 50 に相当する点数により算定する。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【在宅強心剤持続投与指導管理料】
Q182 「Ｃ１０８－３」在宅強心剤持続投与指導管理料における「関係学会の定める診療に関する指針」とは、

具体的には何を指すのか。
A182 現時点では、日本心不全学会及び日本在宅医療連合学会の「重症心不全患者への在宅静注強心薬投

与指針」を指す。
Q183 在宅強心剤持続投与指導管理料について、心不全の原因となった疾患に関わらず、循環血液量の補正の

みでは Killip 分類 classⅣ相当の心原性ショックからの離脱が困難な心不全の患者であれば、当該加算
を算定可能か。

A183 要件を満たせば可能。
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算】
Q166 「Ｃ０００」往診料の注１に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に

ついて、施設基準通知の第 14 の４の２（１）において、連携医療機関については、「計画的な医学管
理の下、主治医として定期的に訪問診療を実施している保険医の所属する保険医療機関であって、往診
医療機関と連携体制を構築していること。」とされているが、どのような連携体制を構築している必要があるか。

A166 連携医療機関と往診医療機関との間で、連携医療機関が往診を行うことが困難な時間において、往診医
療機関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から電話等で直接往診の求めを受けた場合に適切
に対応する旨及び患家からの連絡方法等について、あらかじめ取り決めを行っていること。なお、当該取り決
めで定めた内容については連携医療機関及び往診医療機関において、文書にて保存し、患家の希望があっ
た場合等に提供できる体制を有している必要がある。

Q167 問 166 における取り決めについて、連携医療機関が、地域の自治体又は医師会等の協力により往診医療
機関と取り決めを行った場合についてどのように考えればよいか。

A167 取り決めについては連携医療機関及び往診医療機関において作成及び保存し、患家の希望があった場合
等に必要に応じて当該文書を提供できる体制を有している必要があり、当該体制を有していない場合は要
件を満たさない。
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2024年診療報酬改定・Q&A
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2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算】
Q168 往診料の注１に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第 14 の４の２

（２）において、「患者の疾患名、患者の状態、治療方針及び急変時の対応方針等の最新の情報（以
下この項において「診療情報等」とする。）を、あらかじめ患者の同意を得た上で往診医療機関が ＩＣＴ
等を用いて確認できるように、適切な情報提供を行う体制を有していること。」とされているが、例えば、在宅
療養支援診療所・在宅療養支 援病院でない連携医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医
療機関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から電話等で直接往診の求めを受け、連携医療機
関に電話等により当該患者の診療情報等を確認した場合であって、連携医療機関が診療情報等を提供し
た場合についても該当するか。

A168 連携医療機関の医師又は看護師等の医療関係職種が当該患者の最新の診療録等を確認の上、往診医
療機関に当該診療情報等を適切に提供した場合は該当する。ただし、往診医療機関は、当該連携医療
機関に対し電話を行った時間及び得られた情報の要点について、当該患者の診療録に記録するとともに、当
該患者に対する往診を実施したこと、当該患者の状態及び実施した診療内容について、往診後に速やかに
連携医療機関に情報共有を行うこと。

Q169 往診料の注１に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第 14 の４の２
（２）に規定する診療情報等の「ICT 等を用いて確認」は、例えば、在宅療養支援診療所・在宅療養支
援病院でない主治医の所属する保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医療機関が当
該患者又は家族等患者の看護に当たる者から往診の求めを受けた際に、当該患者の診療情報等を、都道
府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事
業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク等（以下「地連ＮＷ等」という。）にアクセスして診療情報
等を取得している状態は該当するか。

A169 該当する。ただし、往診医療機関が地連ＮＷ等の活用のみで診療情報等を確認する場合は最新の診療
情報等を常に取得できる状態である必要があり、地連ＮＷ等を活用した日時及び得られた情報の概要につ
いては当該患者の診療録に記録するとともに、当該患者に対する往診を実施したこと、当該患者の状態及
び実施した診療内容については、往診後に速やかに連携医療機関に情報共有を行うこと。
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2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

【栄養情報連携料】
Q21 「Ｂ０１１－６」栄養情報連携料について、入院中の栄養管理に関する情報等を示す文書の作成や他の

保険医療機関等の管理栄養士への説明を行ったが、病態の変化等により、予定していた保険医療機関以
外への転院又は死亡した場合は、算定できるか。

A21 不可。
Q22 栄養情報連携料について、「入院中に１回に限り算定する。」とあるが、退院後、同一保険医療機関に再

入院した場合も、算定できるか。
A22 入院期間が通算される再入院をした場合には、算定できない。

2024年4月12日 「疑義解釈（その2）」より

【緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算】
Q23 「Ｃ０００」往診料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者における「往診を行う保険医療機関におい

て過去六十日以内に在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問診療料（Ⅱ）又は在宅がん医療総合診療
料を算定しているもの」について、同一の患家において２人以上の患者を診療している場合であって、２人目
以降として「Ａ００１」再診料等のみを算定している場合は当該患者に該当するとみなしてよいか。

A23 みなしてよい。ただし、当該患者に対して往診を行い、当該患者に該当するものとして緊急往診加算等を算
定する場合には、同一の患家における２人目以降の患者である旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
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在医総管及び施医総管を届出している保険医療機関のうち、当該医療機関の直近3月の訪問診療の算定回数等が2,100回
を超える保険医療機関（看取りの件数等に係る一定の基準を満たす場合を除く。）について、単一建物診療患者の数が10人
以上である患者に対する在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の評価を見直す
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改定前 改定後 差 改定後 差 改定前 改定後 差 改定後 差 改定前 改定後 差

単一建物1人 5,400 5,385 -15 5,385 -15 単一建物1人 4,600 4,585 -15 4,585 -15 単一建物1人 300 300 0

単一建物2～9人 4,500 4,485 -15 4,485 -15 単一建物2～9人 3,780 3,765 -15 3,765 -15 単一建物2～9人 150 150 0

単一建物10～19人 2,865 -15 1,719 -1,161 単一建物10～19人 2,385 -15 1,431 -969 単一建物10～19人 75 0

単一建物20～49人 2,400 -480 1,440 -1,440 単一建物20～49人 2,010 -390 1,206 -1,194 単一建物20～49人 63 -12

単一建物50人以上 2,110 -770 1,266 -1,614 単一建物50人以上 1,765 -635 1,059 -1,341 単一建物50人以上 56 -19

単一建物1人 4,500 4,485 -15 4,485 -15 単一建物1人 3,700 3,685 -15 3,685 -15 単一建物1人 200 200 0

単一建物2～9人 2,400 2,385 -15 2,385 -15 単一建物2～9人 2,000 1,985 -15 1,985 -15 単一建物2～9人 100 100 0

単一建物10～19人 1,185 -15 711 -489 単一建物10～19人 985 -15 591 -409 単一建物10～19人 50 0

単一建物20～49人 1,065 -135 639 -561 単一建物20～49人 875 -125 525 -475 単一建物20～49人 43 -7

単一建物50人以上 905 -295 543 -657 単一建物50人以上 745 -255 447 -553 単一建物50人以上 38 -12

単一建物1人 3,029 3,014 -15 3,014 -15 単一建物1人 2,569 2,554 -15 2,554 -15

単一建物2～9人 1,685 1,670 -15 1,670 -15 単一建物2～9人 1,465 1,450 -15 1,450 -15

単一建物10～19人 865 -15 519 -361 単一建物10～19人 765 -15 459 -321

単一建物20～49人 780 -100 468 -412 単一建物20～49人 679 -101 407 -373

単一建物50人以上 660 -220 396 -484 単一建物50人以上 578 -202 346 -434

単一建物1人 2,760 2,745 -15 2,745 -15 単一建物1人 2,300 2,285 -15 2,285 -15

単一建物2～9人 1,500 1,485 -15 1,485 -15 単一建物2～9人 1,280 1,265 -15 1,265 -15

単一建物10～19人 765 -15 459 -321 単一建物10～19人 665 -15 399 -281

単一建物20～49人 670 -110 402 -378 単一建物20～49人 570 -110 342 -338

単一建物50人以上 575 -205 345 -435 単一建物50人以上 490 -190 294 -386

単一建物1人 1,515 1,500 -15 1,500 -15 単一建物1人 1,285 1,270 -15 1,270 -15

単一建物2～9人 843 828 -15 828 -15 単一建物2～9人 733 718 -15 718 -15

単一建物10～19人 425 -15 255 -185 単一建物10～19人 375 -15 225 -165

単一建物20～49人 373 -67 223 -217 単一建物20～49人 321 -69 192 -198

単一建物50人以上 317 -123 190 -250 単一建物50人以上 275 -115 165 -225

改定前 改定後 差 改定後 差 改定前 改定後 差 改定後 差

単一建物1人 5,000 4,985 -15 4,985 -15 単一建物1人 3,450 3,435 -15 3,435 -15

単一建物2～9人 4,140 4,125 -15 4,125 -15 単一建物2～9人 2,835 2,820 -15 2,820 -15

単一建物10～19人 2,625 -15 1,575 -1,065 単一建物10～19人 1,785 -15 1,071 -729

単一建物20～49人 2,205 -435 1,323 -1,317 単一建物20～49人 1,500 -300 900 -900

単一建物50人以上 1,935 -705 1,161 -1,479 単一建物50人以上 1,315 -485 789 -1,011

単一建物1人 4,100 4,085 -15 4,085 -15 単一建物1人 2,750 2,735 -15 2,735 -15

単一建物2～9人 2,200 2,185 -15 2,185 -15 単一建物2～9人 1,475 1,460 -15 1,460 -15

単一建物10～19人 1,085 -15 651 -449 単一建物10～19人 735 -15 441 -309

単一建物20～49人 970 -130 582 -518 単一建物20～49人 655 -95 393 -357

単一建物50人以上 825 -275 495 -605 単一建物50人以上 555 -195 333 -417

単一建物1人 2,780 2,774 -6 2,774 -6 単一建物1人 2,029 2,014 -15 2,014 -15

単一建物2～9人 1,565 1,550 -15 1,550 -15 単一建物2～9人 1,180 1,165 -15 1,165 -15

単一建物10～19人 805 -15 483 -337 単一建物10～19人 645 -15 387 -273

単一建物20～49人 720 -100 432 -388 単一建物20～49人 573 -87 343 -317

単一建物50人以上 611 -209 366 -454 単一建物50人以上 487 -173 292 -368

単一建物1人 2,520 2,505 -15 2,505 -15 単一建物1人 1,760 1,745 -15 1,745 -15

単一建物2～9人 1,380 1,365 -15 1,365 -15 単一建物2～9人 995 980 -15 980 -15

単一建物10～19人 705 -15 423 -297 単一建物10～19人 545 -15 327 -233

単一建物20～49人 615 -105 369 -351 単一建物20～49人 455 -105 273 -287

単一建物50人以上 525 -195 315 -405 単一建物50人以上 395 -165 237 -323

単一建物1人 1,395 1,380 -15 1,380 -15 単一建物1人 1,015 1,000 -15 1,000 -15

単一建物2～9人 783 768 -15 768 -15 単一建物2～9人 590 575 -15 575 -15

単一建物10～19人 395 -15 237 -173 単一建物10～19人 315 -15 189 -141

単一建物20～49人 344 -66 206 -204 単一建物20～49人 264 -66 158 -172

単一建物50人以上 292 -118 175 -235 単一建物50人以上 225 -105 135 -195

720

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

410

項目

在支診
在支病

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

月1回

項目

強化型
在支診
在支病

病床なし

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

2,640

月2回以上

1,100

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

820

月1回

月1回

780

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

440

項目

560

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

330

在宅療養実績加算１

390

項目

その他

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

1,800

月2回以上

750

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

660

2,400

月2回以上

1,000

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

780

月1回

680
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75

在宅療養実績加算２

50

病床あり
強化型
在支診
在支病

2,880

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

月2回以上

1,200

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

880

3ヶ月で2100回
以内

3ヶ月で2100回超
10人以上は6割算定

在宅時医学総合管理料の算定回数が当該医療機関及び
特別の関係にある医療機関の合計回数

合計回数要件なし
在宅時医学総合管理料の算定回数が当該医療機関及び

特別の関係にある医療機関の合計回数
3ヶ月で2100回

以内
3ヶ月で2100回超
10人以上は6割算定

在医総管及び施医総管を届出している保険医療機関のうち、当該医療機関の直近3月の訪問診療の算定回数等が2,100回
を超える保険医療機関（看取りの件数等に係る一定の基準を満たす場合を除く。）について、単一建物診療患者の数が10人
以上である患者に対する在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の評価を見直す
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改定前 改定後 差 改定後 差

単一建物1人 5,400 5,385 -15 5,385 -15

単一建物2～9人 4,500 4,485 -15 4,485 -15

単一建物10～19人 2,865 -15 1,719 -1,161

単一建物20～49人 2,400 -480 1,440 -1,440

単一建物50人以上 2,110 -770 1,266 -1,614

単一建物1人 4,500 4,485 -15 4,485 -15

単一建物2～9人 2,400 2,385 -15 2,385 -15

単一建物10～19人 1,185 -15 711 -489

単一建物20～49人 1,065 -135 639 -561

単一建物50人以上 905 -295 543 -657

単一建物1人 3,029 3,014 -15 3,014 -15

単一建物2～9人 1,685 1,670 -15 1,670 -15

単一建物10～19人 865 -15 519 -361

単一建物20～49人 780 -100 468 -412

単一建物50人以上 660 -220 396 -484

単一建物1人 2,760 2,745 -15 2,745 -15

単一建物2～9人 1,500 1,485 -15 1,485 -15

単一建物10～19人 765 -15 459 -321

単一建物20～49人 670 -110 402 -378

単一建物50人以上 575 -205 345 -435

単一建物1人 1,515 1,500 -15 1,500 -15

単一建物2～9人 843 828 -15 828 -15

単一建物10～19人 425 -15 255 -185

単一建物20～49人 373 -67 223 -217

単一建物50人以上 317 -123 190 -250

月1回

780

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

440

項目
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病床あり
強化型
在支診
在支病

2,880

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

月2回以上

1,200

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

880

在宅時医学総合管理料の算定回数が当該医療機関及び
特別の関係にある医療機関の合計回数

3ヶ月で2100回
以内

3ヶ月で2100回超
10人以上は6割算定

※前ページスライドを一部拡大



在医総管及び施医総管を届出している保険医療機関のうち、当該医療機関の直近3月の訪問診療の算定回数等が2,100回
を超える保険医療機関（看取りの件数等に係る一定の基準を満たす場合を除く。）について、単一建物診療患者の数が10人
以上である患者に対する在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の評価を見直す
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改定前 改定後 差 改定後 差 改定前 改定後 差 改定後 差 改定前 改定後 差

単一建物1人 3,900 3,885 -15 3,885 -15 単一建物1人 3,300 3,285 -15 3,285 -15 単一建物1人 300 300 0

単一建物2～9人 3,240 3,225 -15 3,225 -15 単一建物2～9人 2,700 2,685 -15 2,685 -15 単一建物2～9人 150 150 0

単一建物10～19人 2,865 -15 1,719 -1,161 単一建物10～19人 2,385 -15 1,431 -969 単一建物10～19人 75 0

単一建物20～49人 2,400 -480 1,440 -1,440 単一建物20～49人 2,010 -390 1,206 -1,194 単一建物20～49人 63 -12

単一建物50人以上 2,110 -770 1,266 -1,614 単一建物50人以上 1,765 -635 1,059 -1,341 単一建物50人以上 56 -19

単一建物1人 3,200 3,185 -15 3,185 -15 単一建物1人 2,600 2,585 -15 2,585 -15 単一建物1人 225 225 0

単一建物2～9人 1,700 1,685 -15 1,685 -15 単一建物2～9人 1,400 1,385 -15 1,385 -15 単一建物2～9人 110 110 0

単一建物10～19人 1,185 -15 711 -489 単一建物10～19人 985 -15 591 -409 単一建物10～19人 56 0

単一建物20～49人 1,065 -135 639 -561 単一建物20～49人 875 -125 525 -475 単一建物20～49人 47 -9

単一建物50人以上 905 -295 543 -657 単一建物50人以上 745 -255 447 -553 単一建物50人以上 42 -14

単一建物1人 2,249 2,234 -15 2,234 -15 単一建物1人 1,900 1,894 -6 1,894 -6 単一建物1人 150 150 0

単一建物2～9人 1,265 1,250 -15 1,250 -15 単一建物2～9人 1,105 1,090 -15 1,090 -15 単一建物2～9人 75 75 0

単一建物10～19人 865 -15 519 -361 単一建物10～19人 765 -15 459 -321 単一建物10～19人 40 0

単一建物20～49人 780 -100 468 -412 単一建物20～49人 679 -101 407 -373 単一建物20～49人 33 -7

単一建物50人以上 660 -220 396 -484 単一建物50人以上 578 -202 346 -434 単一建物50人以上 30 -10

単一建物1人 1,980 1,965 -15 1,965 -15 単一建物1人 1,640 1,625 -15 1,625 -15

単一建物2～9人 1,080 1,065 -15 1,065 -15 単一建物2～9人 920 905 -15 905 -15

単一建物10～19人 765 -15 459 -321 単一建物10～19人 665 -15 399 -281

単一建物20～49人 670 -110 402 -378 単一建物20～49人 570 -110 342 -338

単一建物50人以上 575 -205 345 -435 単一建物50人以上 490 -190 294 -386

単一建物1人 1,125 1,110 -15 1,110 -15 単一建物1人 955 940 -15 940 -15

単一建物2～9人 633 618 -15 618 -15 単一建物2～9人 553 538 -15 538 -15

単一建物10～19人 425 -15 255 -185 単一建物10～19人 375 -15 225 -165

単一建物20～49人 373 -67 223 -217 単一建物20～49人 321 -69 192 -198

単一建物50人以上 317 -123 190 -250 単一建物50人以上 275 -115 165 -225

改定前 改定後 差 改定後 差 改定前 改定後 差 改定後 差

単一建物1人 3,600 3,585 -15 3,585 -15 単一建物1人 2,450 2,435 -15 2,435 -15

単一建物2～9人 2,970 2,955 -15 2,955 -15 単一建物2～9人 2,025 2,010 -15 2,010 -15

単一建物10～19人 2,625 -15 1,575 -1,065 単一建物10～19人 1,785 -15 1,071 -729

単一建物20～49人 2,205 -435 1,323 -1,317 単一建物20～49人 1,500 -300 900 -900

単一建物50人以上 1,935 -705 1,161 -1,479 単一建物50人以上 1,315 -485 789 -1,011

単一建物1人 2,900 2,885 -15 2,885 -15 単一建物1人 1,950 1,935 -15 1,935 -15

単一建物2～9人 1,550 1,535 -15 1,535 -15 単一建物2～9人 1,025 1,010 -15 1,010 -15

単一建物10～19人 1,085 -15 651 -449 単一建物10～19人 735 -15 441 -309

単一建物20～49人 970 -130 582 -518 単一建物20～49人 655 -95 393 -357

単一建物50人以上 825 -275 495 -605 単一建物50人以上 555 -195 333 -417

単一建物1人 2,069 2,054 -15 2,054 -15 単一建物1人 1,549 1,534 -15 1,534 -15

単一建物2～9人 1,175 1,160 -15 1,160 -15 単一建物2～9人 910 895 -15 895 -15

単一建物10～19人 805 -15 483 -337 単一建物10～19人 645 -15 387 -273

単一建物20～49人 720 -100 432 -388 単一建物20～49人 573 -87 343 -317

単一建物50人以上 611 -209 366 -454 単一建物50人以上 487 -173 292 -368

単一建物1人 1,800 1,785 -15 1,785 -15 単一建物1人 1,280 1,265 -15 1,265 -15

単一建物2～9人 990 975 -15 975 -15 単一建物2～9人 725 710 -15 710 -15

単一建物10～19人 705 -15 423 -297 単一建物10～19人 545 -15 327 -233

単一建物20～49人 615 -105 369 -351 単一建物20～49人 455 -105 273 -287

単一建物50人以上 525 -195 315 -405 単一建物50人以上 395 -165 237 -323

単一建物1人 1,035 1,020 -15 1,020 -15 単一建物1人 775 760 -15 760 -15

単一建物2～9人 588 573 -15 573 -15 単一建物2～9人 455 440 -15 440 -15

単一建物10～19人 395 -15 237 -173 単一建物10～19人 315 -15 189 -141

単一建物20～49人 344 -66 206 -204 単一建物20～49人 264 -66 158 -172

単一建物50人以上 292 -118 175 -235 単一建物50人以上 225 -105 135 -195

項目 項目

強化型
在支診
在支病

病床あり

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

在支診
在支病

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

2,880

月1回 月1回

月2回以上

1,200 1,000

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

880 780

780 680

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

440 390

項目 項目

強化型
在支診
在支病

病床なし

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

その他

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

2,640

月1回 月1回
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720 560

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

410 330

1,800

月2回以上 月2回以上

1,100 750

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

820 660

在宅療養実績加算２

40

施設入居時等医学総合管理料の算定回数が当該医療機関及び
特別の関係にある医療機関の合計回数

3ヶ月で2100回以内
3ヶ月で2100回超
10人以上は6割算定

施設入居時等医学総合管理料の算定回数が当該医療機関及び
特別の関係にある医療機関の合計回数

3ヶ月で2100回以内
3ヶ月で2100回超
10人以上は6割算定

合計回数要件なし

在宅緩和ケア充実診療
所・病院加算

75

在宅療養実績加算１

56

2,400

月2回以上

在医総管及び施医総管を届出している保険医療機関のうち、当該医療機関の直近3月の訪問診療の算定回数等が2,100回
を超える保険医療機関（看取りの件数等に係る一定の基準を満たす場合を除く。）について、単一建物診療患者の数が10人
以上である患者に対する在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の評価を見直す
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改定前 改定後 差 改定後 差

単一建物1人 3,900 3,885 -15 3,885 -15

単一建物2～9人 3,240 3,225 -15 3,225 -15

単一建物10～19人 2,865 -15 1,719 -1,161

単一建物20～49人 2,400 -480 1,440 -1,440

単一建物50人以上 2,110 -770 1,266 -1,614

単一建物1人 3,200 3,185 -15 3,185 -15

単一建物2～9人 1,700 1,685 -15 1,685 -15

単一建物10～19人 1,185 -15 711 -489

単一建物20～49人 1,065 -135 639 -561

単一建物50人以上 905 -295 543 -657

単一建物1人 2,249 2,234 -15 2,234 -15

単一建物2～9人 1,265 1,250 -15 1,250 -15

単一建物10～19人 865 -15 519 -361

単一建物20～49人 780 -100 468 -412

単一建物50人以上 660 -220 396 -484

単一建物1人 1,980 1,965 -15 1,965 -15

単一建物2～9人 1,080 1,065 -15 1,065 -15

単一建物10～19人 765 -15 459 -321

単一建物20～49人 670 -110 402 -378

単一建物50人以上 575 -205 345 -435

単一建物1人 1,125 1,110 -15 1,110 -15

単一建物2～9人 633 618 -15 618 -15

単一建物10～19人 425 -15 255 -185

単一建物20～49人 373 -67 223 -217

単一建物50人以上 317 -123 190 -250

項目

強化型
在支診
在支病

病床あり

月2回以上
（厚生労働大臣が定めるもの）

2,880

月1回

1,200

月2回以上
（うち1回は情報通信機器）

880

780

月1回
（2月に1回は情報通信機器）

440
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施設入居時等医学総合管理料の算定回数が当該医療機関及び
特別の関係にある医療機関の合計回数

3ヶ月で2100回以内
3ヶ月で2100回超
10人以上は6割算定

月2回以上

※前ページスライドを一部拡大



131©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料 ０７ 質の高い訪問診療・訪問看護の確保

132©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料 ０７ 質の高い訪問診療・訪問看護の確保



133©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料 ０７ 質の高い訪問診療・訪問看護の確保

134©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料 ０７ 質の高い訪問診療・訪問看護の確保



©リンクアップラボ 135

2024年診療報酬改定・Q&A

©ASK/LINKUP

2024年3月28日 「疑義解釈（その1）」より

【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
Q172 「Ｃ００２」在宅時医学総合管理料の注５に規定する頻回訪問加算について、過去に当該加算を算定

していた患者であって、病状が安定したこと等により当該加算を算定しなくなったものについて、再び病状が悪
化した等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「２回目以降の場合」のどちら
の点数を算定すれば良いか。

A172 イの「２回目以降の場合」を算定すること。ただし、過去に頻回の訪問を必要としていた疾患と異なる疾患に
より、頻回の訪問が必要となる場合については、初回に限りアの「初回の場合」を算定して差し支えない。

Q173 在宅時医学総合管理料の注 14（施設入居時等医学総合管理料の注５の規定により準用する場合を
含む。以下同じ。）の施設基準において、「直近 ３月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と
特別の関係にある保険医療機関（令和６年３月 31 日以前に開設されたものを除く。）の訪問診療
回数の合算が 2,100 回未満であること。」とされているが、基準を満たすことの確認方法及び基準を満たさ
ない場合の取扱いについて、どのように考えれば良いか。

A173 訪問診療回数については、各月の 1 日時点の直近３ヶ月の訪問診療の算定回数を算出し、確認出来る
様に記録しておくこと。また、当該基準を満たさない場合は、速やかに届出を行い、翌月から「Ｃ ００２」在
宅時医学総合管理料注 14 に掲げる点数を算定すること。

Q174 「在宅時医学総合管理料の「注 14」（施設入居時等医学総合管理料の注 ５の規定により準用する場
合を含む。）に規定する基準施設における「要介護３以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の
二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等」の「等」にはどのような患者が含まれるか。

A174 認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上と診断した状態の患者及び障害者総合支援法に
おける障害支援区分において障害支援区分２以上と認定されている状態の患者が該当する。

136©ASK/©LINKUP 2024.03.05厚労省説明会資料 ０７ 質の高い訪問診療・訪問看護の確保


